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1997（平成 9）年
●財団名称を、「電気安全環境研究所」に
　改称

1987（昭和62）年
●横浜事業所開設

1963（昭和38）年
●国の電気試験所から試験業務を引継ぎ、「財団法人 日本電気協会電気用品試験所」設立
●電気用品取締法に基づく型式試験業務を開始

1995（平成7）年
●電気製品等の第三者認証（S-JET認証）業務開始

1965（昭和40）年
●財団名称を
　「日本電気用品試験所」 に改称

2011（平成 23）年
●研究事業センタ－開設
●「財団法人」から「一般財団法人」へ移行

2008（平成 20）年
●電磁界情報センター開設 2013（平成 25）年

●新関西事業所竣工

2010（平成 22）年
●九州事務所開設

2001（平成13）年
●電気用品安全法に基づく
　適合性検査業務開始

1993（平成5）年
●ISO9000シリーズに基づく品質システム審査登録
　（現：品質マネジメントシステム認証）業務開始
●小型分散型発電システム用系統連系保護装置等に
　関する認証業務開始

1964（昭和39）年
●関西支所（現：関西事業所）開設
●名古屋事務所開設

2003（平成15）年
●太陽光発電システムに用いられる太陽
　電池モジュールの認証（JETPVm認証 )
　業務開始

 設立当時の横浜事業所

ＪＥＴの沿革

設立当時の関西事業所

 設立当時の本部・東京事業所
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性
能
規
定
化

【技術基準省令】
省令第１項
　別表第一（電線および電気温床線）
　別表第二（電線管、フロアダクトおよび線樋ならび にこれらの　
　　　　　　の附属品ならびにケーブル配線用スイッチボックス）
　別表第三（ヒューズ）
　別表第四（配線器具）
　別表第五（電流制限器）　
　別表第六（小形単相変圧器、電圧調整器および放電灯用安定器）
　別表第七（小形交流電動機）
　別表第八（交流用電気機械器具並びに携帯発電機）
　別表第九（リチウムイオン蓄電池）
　附属の表（電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値）
　附属の表の２（電気用品の雑音の強さの測定方法）
　附属の表の３（絶縁物の使用温度の上限値を決定する試験
　　　　　　　　方法）
省令第２項
　経済産業大臣が電気用品の構造、材質等から判断して保安上
　支障がないと認められた場合は、前号の規定に関わらず、経
　済産業大臣が認めた基準を技術上の基準とする。

【省令第1項技術基準の解釈】
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈
　別表第一　電線および電気温床線
　（略）
　別表第九　リチウムイオン蓄電池

省令第2項技術基準（J規格）　表1～表5

　

現行と改正後との技術基準体系のイメージの比較
現行の技術基準の体系イメージ 改正後の技術基準の体系イメージ

【技術基準省令（性能規定）】
第１章 総則
　（趣旨）
　（適合性確認に必要な規格）
第２章 一般要求事項
　（安全原則）
　（安全機能）
　（供用期間中における安全機能の維持）
　（部品及び材料）
第３章 危険源に対する保護
　（電気的危険源 感電に対する保護）
　（電気的危険源 絶縁に対する保全）
　（火災の危険源からの保護）
　（火傷の防止）
　（機械的危険源による危害の防止）
　（化学的危険源による危害又は損傷の防止）
　（電気用品から発せられる電磁波による危害の防止）
　（使用者、使用場所及び使用方法を考慮した安全設計）
　（始動、再始動、停止による危害の防止）
　（保護協調及び組み合わせ）
　（電磁的妨害に対する耐性）
第４章 雑音の強さ
第５章 表示等
　（一般）
　（長期使用製品安全表示制度による表示）

【技術基準省令の解釈】
別表第一（電線および電気温床線）
別表第二（電線管、フロアダクトおよび線樋ならびにこれらの　
　　　　附属品ならびにケーブル配線用スイッチボックス）
別表第三（ヒューズ）
別表第四（配線器具）
別表第五（電流制限器）
別表第六（小形単相変圧器、電圧調整器および放電灯用安定器）
別表第七（小形交流電動機）
別表第八（交流用電気機械器具並びに携帯発電機）
別表第九（リチウムイオン蓄電池）
別表第十（電波雑音）
　※現在の技術基準の雑音の強さ及び附属の表の２
別表第十一（絶縁物の使用温度の上限値と試験方法）
　※現在の附属の表及び附属の表の３

別表第十二（国際規格等に準拠した基準）

技術基準の解釈の解説（民間で作成予定）
　※主に現行の技術基準の解釈と同等

解釈の一部（別表第四など）

　［附属の表］　電気用品に使用される絶縁物の
　　　　　　　使用温度の上限値
　［附属の表の2］　雑音の強さ
　［附属の表3］　絶縁物の使用温度の上限値を
　　　　　　　　決定する試験方法
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番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

適　用　用　品

瞬間湯沸かし器

電気温水器及び温水貯蔵庫

ヘアードライヤー

湯沸かし器

電気炊飯器

扇風機

アイロン

電子レンジ

電気オーブン及び電気グリッド

電線、公称電圧が450/750V以下の一般塩化ビニル電線

投げ込み式電気温水器

お茶メーカー、コーヒーメーカー

手持ち式ドライヤー

番号

1

2

3

4

5

6

7

適　用　用　品

瞬間電気給湯装置

手持ち型モーター駆動電動ドリル

安定器内蔵型ランプ

掃除機

洗濯機

冷蔵庫、冷凍庫

空調機器

実施開始日

2013.6.1

2013.6.1

2014.6.1

2014.6.1

2014.6.1

2014.6.1

2014.6.1
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グループ
 

大型製品

小型製品

情報通信機器

消費財

照明器具

電気・電子工具

 
玩具、娯楽及び
スポーツ機器

自動計測機器 

 
製 品 事 例

 
大型冷凍機、冷蔵庫、製氷機、洗濯機、電
子レンジ、その他
 
電気掃除機、アイロン、トースター、電動
歯ブラシ、その他
 
大型コンピュータ、パソコン、プリンタ、
ファックス、その他
 
ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、ビデオレ
コーダアンプ、その他
 
家庭用を除く蛍光灯の光源、高輝度放電管、
その他
 
電動ドリル、溶接機、塗装機、切断機、剪
定器、その他
 
電動の車や列車、携帯ゲーム機、その他

 
ビンや箱等のラベリングや封止機器等、
一般的な測定器、その他
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IEC 規格番号
IEC 60664-1

IEC/TR 60664-2-1

IEC/TR 60664-2-2

IEC 60664-3

IEC 60664-4

IEC 60664-5

タ イ ト ル
基本原則，要求事項及び試験

規格適用ガイド

インターフェイスの考慮

汚損保護のためのコーティング，
ポッティング及びモールディングの使用

高周波電圧ストレスの考慮

２ｍｍ以下の空間距離及び沿面距離を決定するための包括的方法

対応JIS又はTR
JIS C 60664-1

TR原案作成中

なし

JIS C 60664-3

JIS C 60664-4

JIS C 60664-5

【IEC/TC109 の該当規格】

Conference Report

１．IEC/TC109の取扱規格について
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2．会議概要
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公表値
実測値

0

100

200
300

400

500

600

700

800

900

520

350 372 340 336

534 560
510

570
509

390 384 400 387

500

386

540

424

520
440

240
188

320 322

780

520

350 372 340 336

534 560
510

570
509

390 384 400 387

500

386

540

424

520
440

240
188

320 322

780

全
光
束（
lm
）

Ａ社 B社 C社 D社 F社 G社 H社

販売業者

I  社 J社 K社 L社 M社

電球
形蛍
光

ラン
プ1
5形

１．正しい性能と安全・安心な照明の普及

tanaka_e
タイプライターテキスト

tanaka_e
タイプライターテキスト

tanaka_e
タイプライターテキスト

tanaka_e
タイプライターテキスト

tanaka_e
タイプライターテキスト

tanaka_e
テキストボックス
専
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２．グローバル化戦略推進

３．合併による工業会運営の効率化

幹部会

事務局
総務部門

総　会

マーケティング関連部門
光源デバイス業務委員会
照明器具業務委員会　他

製品安全関連部門

戦略企画推進委員会

理事会

会長
筆頭副会長
副会長
専務理事
常務理事
理事

技術関連部門
光源デバイス技術委員会
照明器具技術委員会　他

対外関連部門
グローバル委員会
国委託事業分科会　他

特別事業部門
ＩＥＣ関連委員会
JIS原案作成委員会　他

標準化委託事業部門
ＩＥＣ関連委員会
JIS原案作成委員会　他
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申請者
（会員）

規格に基づく設計

JET
（認証機関）

エコーネット
コンソーシアム

申請書・申告書の作成

申請書様式の入手 認証試験仕様書
(＝申告書様式）
の入手

申請書の確認

登  録

申告書の審査

審査結果の連絡

認証登録証の送付

受付けの通知

申請書・申告書の送付

認証登録番号

認証登録証作成

これからさらに、
便利で快適なサービスを
目指していきます。
是非、ご利用ください。
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試買機種数 不適合率不適合機種数

      マーク表示製品

      マーク以外の製品

総計（全体）

63

254

317

3

75

78

4.8 ％

29.5 ％

24.6 ％
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地　区

関東地区 東京メトロ 千代田線（窓上）
都営地下鉄 三田線･新宿線(窓上)

2月4日～3月 3 日
2月1日～2月28日

九州地区 福岡市営地下鉄 空港線･箱崎線
（窓上）

2月1日～2月28日

中部地区 名古屋市営地下鉄（ドア横) 2月23日～3月1日

関西地区 JR京都線・神戸線・琵琶湖線・湖西
線・宝塚線・東西線・大阪環状線他
（中吊り）

●普通電車　
　2月1日～ 3日
　2月27日～28日
●快速電車　
　2月9日～11日
　2月16日～18日

掲出路線（掲出場所） 掲出期間
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至八王子 遊歩道

至小田原

グラスシティ
元代々木

カトリック
初台教会

至調布

■本部・東京事業所
〒151-8545　東京都渋谷区代々木5-14-12
■ISO登録センター
〒151-0061　東京都渋谷区初台1-46-3（シモモトビル5階）

研究事業センター研究事業センター

至新川崎・品川駅↑
至
品
川

↑至矢向

国道15号
線 ( 第一京浜

）

至
品
川

ケーズデンキ

鶴見
市場

八丁
畷 八

丁
畷

■研究事業センター
〒230-0004　神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-28

■横浜事業所
〒230-0004　神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30

■関西事業所
〒661-0974　兵庫県尼崎市若王寺3-9-1

三田駅 A5、A6

三田駅 A7

NEC

三田駅
A9

東京女子
学園
中・高

戸板
女子
短大

至海岸

至新橋
東京タワー

セレスティン
ホテル

浜
松
町
駅

田町駅

芝園橋交差点

芝公園駅A1出口

東京
グランドホテル

住友
芝公園
ビル 全日電工連

会館3Ｆ

友愛
会館

至　
J
R
田
町
駅
↓

電磁界情報センター電磁界情報センター

■電磁界情報センター
〒105-0014　東京都港区芝2-9-11　全日電工連会館　3階

＜お問い合わせの際はこちらまで＞




